
 

 

《ＩＴ・電機・電子・機械・建築・土木・設備・プラント関係の特定派遣事業者様対象》  

★2017年 4月 『特定派遣の課題と問題点（セミナー＆個別相談会）』 開催のご案内 

◆移行か廃止かの二者択一を迫られる特定派遣 

『改正労働者派遣法』施行によって特定派遣は廃止となり、猶予期間は「2018 年 9 月 29 日まで」です。

そして今、厚生労働省（労働局）は、特定派遣事業者様に対し、「一般労働者派遣事業の許可取得」もしく

は「事業廃止」かの二者択一を迫ってきています。特定派遣事業者様はこれに対応できず、事業運営上、喫

緊の課題となっています。そこで、来る 4 月 12 日(水)・18 日(火)の両日、とりわけ“ＩＴ・電機・電子・

機械・建築・土木・設備・プラント関係の特定派遣事業者様”を対象に、『特定派遣の課題と問題点（セミ

ナー＆個別相談会）』を開催致します。事業継続等の問題でお悩みの企業様は、この機会に是非ご参加賜り

ますよう何卒宜しくお願い申し上げます。但し、前記「業種」以外の特定派遣事業者様には、後日のセミナ

ー開催も計画致しますが、個別問題につきましては、当協議会の「無料相談会」をご活用ください。また、

当日ご都合が悪くご参加できない方も、「無料相談会」をご活用ください。 

お申込みは、当ご案内の「お申込フォーム」に必要事項をご記入のうえ、下記事務局宛て【ＦＡＸ送信】

ください。また、ご不明な点等がございましたら、当協議会までお問い合せ願います。 

※尚、ご受講対象は「業種限定」の為、対象業種以外の方はお断りする場合がございます。 

【テーマ】 ●特定派遣の課題と問題点 

 ●厚生労働省（労働局）の特定派遣事業者への対応 

 ●個別相談会 

【講 師】 野々垣 勝（社団法人全国請負化推進協議会 代表理事） 

【日時・開催地】 ◆４月１２日（水） 名古屋 

 ・14：00～15：45 「セミナー」 ※受付は 13：30より 

 ・16：00～1７：00 「個別相談会」 

 ◆４月１８日（火） 大 阪 

 ・開催時間等は、上記に同じ。 

【会 場】  【名古屋】桑山ビル 

 JR 名古屋駅より徒歩３分（名古屋市中村区名駅 2-45−19） 

 【大 阪】梅田セントラルビル 

 JR 大阪駅御堂筋口 徒歩 6 分（大阪市北区曾根崎 2-11-16） 

【参加費】  ★無料（いずれも 1社につき 2名様まで）                

【お問い合わせ先】 

 ◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局 

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 2-28-3 OA 第 1ビル 3F 

TEL：052-526-0311 FAX：052-588-9931  

URL：http://www.ukeoi.jp 
 

●ご参加お申込フォーム   FAX：052－588－9931 

貴社名： 

該当業種
及び希望
日に☑を
入れてく
ださい 
☞ 

□ ＩＴ □ 電機 □ 電子 □機械 

□ 建築 □ 土木 □ 設備 □ プラント 

貴社所在地：  □ 4月 12日 名古屋   □ 4月 18日 大阪 

ＴＥＬ：  FAX または E-mail：   

お申込担当者： 様 
お申込人数：     名様 

（最大 2名様まで） 名様 

★定員になり次第、締切らせていただきます。お申込受付後、E-mail または FAX にてご連絡致します。 

無 料 

http://www.ukeoi.jp/

